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   北海道医療大学歯学会研究等の利益相反に関する指針 
 

第１条 目的 

北 海 道 医 療 大 学 歯 学 会 （以 下 、本学会） は、会員の 研究等の 利益相反  

（ Conflict of Interest: COI）状態を公正に管理するために「研究等の利益相反に関す 

る指針」（以下、利益相反指針）を策定し、会員の研究等の公正・公平さを維持し、透明 

性、社会的信頼性を保持しつつ産学連携による研究等の適正な推進を図るものとする。 
 

第２条 対象者  

利益相反指針は、COI 状態が生じる可能性のある以下の対象者に適用する。 

（1）本学会会員 

（2）本学会が実施する学術集会等で発表する会員 

（3）本学会が発行する機関誌及び学術図書等の著者 

（4）本学会が実施する研究・教育及び調査に係る研究者 

（5）（1）～（4）の対象者の配偶者、一親等の親族、または収入・財産を共有する者 

 
第３条 対象となる事業活動  

利益相反指針の対象となる事業活動の例は、以下のとおりである。 
（1）本学会学術集会等の開催 
（2）本学会機関誌及び学術図書等の発行 

（3）本学会が実施する研究・教育及び調査事業 

（4）その他、本学会会員の目的を達成するために必要な事業活動 

 

第４条 申告すべき事項 

 対象者は、個人における以下の（1）～（10）の事項について、利益相反指針の定める 

基準を超える場合には、その正確な状況を、所定の様式により、本学会会長に申告するものと

する。申告された内容の具体的な開示、公開方法は利益相反指針の定めるところにより行う

ものとする。 

（1）企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任 

（2）企業の株の保有 

（3）企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権使用料 

（4）企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束

した時間・労力に対して支払われた日当謝礼金（講演料など） 

（5）企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿

料 

（6）企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する臨床研究費（治験、臨床試験費な 

ど） 

（7）企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費（受託研究、共同研究、寄 

付金など） 

（8）企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付講座 

（9）企業・法人組織、営利を目的とする団体に所属する人員・設備・施設が、研究遂行に 

提供された場合 
（10）その他、上記以外の旅費（学会参加など）や贈答品などの受領 

 

第５条 COI 自己申告の基準  

前条で規定する基準は以下の通りとする。下記の基準の金額には消費税額を含まないものと

する。 
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（1）企業・組織や団体の役員、顧問職については、1 つの企業・組織や団体からの報酬額が年間  

100 万円以上とする。 

（2）株式の保有については、1 つの企業についての年間の株式による利益（配当、売却益の

総和）が 100 万円以上の場合、あるいは当該全株式の 5％以上を所有する場合と 

する。 

（3）企業・組織や団体からの特許権使用料については、1 つの権利使用料が年間  100 万円以上

とする。 

（4）企業・組織や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して

支払われた日当（講演料など）については、1 つの企業・団体からの年間の講演料が 

 合計 50 万円以上とする。 

（5）企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1 つの

企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計 50 万円以上とする。 

（6）企業・組織や団体が提供する研究費については、1 つの企業・団体から歯科医学研究 

（受託研究費、共同研究費、臨床試験など）に対して支払われた総額が年間 200 万円以上と

する。 
（7）企業・組織や団体が提供する奨学（奨励）寄付金については、1 つの企業・組織や団 

体から、申告者個人または申告者が所属する部局あるいは研究室の代表者に支払われた

総額が年間 200 万円以上の場合とする。 

（8）企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。 

（9）その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1 つの企業・組織や

団体から受けた総額が年間 10 万円以上とする。 

 
第６条（COI 自己申告書の取り扱い）  

第 1 項 

本学会の学術集会等での発表に係る抄録登録時、本学会機関誌への論文投稿時、あるいは本学

会が実施する研究・教育及び調査事業の実施にあたり、研究倫理審査申請書と併せ 

て提出される COI 自己申告書は、受理日から 5 年間、本学会会長の監督下に本学会事務所で

厳重に保管されなければならない。ただし、本学会機関誌の投稿規程等において、COI 

自己申告について別に定めのある場合は、その定めによる申告をもって、利益相反指針におけ

る COI 自己申告に代えることができる。 
 

第 2 項 

COI 情報は、原則として非公開とする。COI 情報は、本学会の活動、各種委員会の活動 など

に関して、本学会として社会的･道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、理事会の

議を経て、必要な範囲で本学会の内外に開示若しくは公表することができる。但 し、当該問

題を取り扱うに適切な特定の理事に委嘱して、利益相反委員会（以下、COI 委 員会）の助言の

もとにその決定をさせることを妨げない。この場合、開示もしくは公開される COI 情報の当事者

は、理事会若しくは決定を委嘱された理事に対して意見を述べるこ とができる。但し、開示もしく

は公表について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。 

 

第 3 項 

本学会の非会員から特定の会員を指名しての開示請求（法的請求も含めて）があった場 

合、妥当と思われる理由があれば、本学会会長からの諮問を受けて COI 委員会が個人情報 

の保護のもとに適切に対応する。しかし、COI 委員会で対応できないと判断された場合に は、

本学会会長が指名する会員若干名および外部委員 1 名以上により構成される利益相反 

調査委員会を設置して諮問する。利益相反調査委員会は開示請求書を受領してから 30 日以内 
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に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。 

 

第７条（利益相反委員会（COI 委員会）） 

本学会会長が指名する会員若干名および外部委員 1 名以上により、COI 委員会を構成し、 

委員長は委員の互選により選出する。COI 委員は知り得た COI 情報についての守秘義務を 負う。

COI 委員会は、理事会と連携して、利益相反ポリシーならびに本指針に定めるところにより、

会員の COI 状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止するためのマネー ジメントと違

反に対する対応を行う。委員にかかる COI 事項の報告ならびに COI 情報の取 扱いについて

は、第 6 条の規定を準用する。 

 

第８条（違反者に対する措置） 

提出された COI 自己申告事項について、疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場 

合、本学会として社会的説明責任を果たすために COI 委員会が十分な調査、ヒアリングなどを

行ったうえで適切な措置を講ずる。深刻な COI 状態があり、説明責任が果たせない場合には、

会長は理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措置を

講じることができる。既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、会長は事実

関係を調査し、違反があれば掲載論文の撤回などの措置を講じ、違反の内容が 本学会の社

会的信頼性を著しく損なう場合には、必要な措置を講じることができる。 

 

第９条（不服申し立て） 

第 1 項：不服申し立て請求 

第 8 条により、違反措置の決定通知を受けた者は、当該結果に不服があるときは、理事 

会議決の結果の通知を受けた日から 7 日以内に、会長宛ての不服申し立て審査請求書を本 

学会事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。審査請求書には、会長が文

書で示した決定理由に対する具体的な反論･反対意見を簡潔に記載するものとする。その場

合、会長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すことができる。 

 

第 2 項：不服申し立て審査手続  

 １．不服申し立ての審査請求を受けた場合、会長は速やかに不服申し立て審査委員会 

（以下、審査委員会という）を設置しなければならない。審査委員会は会長が指名 

する本学会会員若干名および外部委員 1 名以上により構成され、委員長は委員の互 

選により選出する。COI 委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審 

査委員会は審査請求書を受領してから 30 日以内に委員会を開催してその審査を行 

う。 

２．審査委員会は、当該不服申し立てにかかる COI 委員会委員長ならびに不服申し立て 

者から意見を聴取することができる。但し、定められた意見聴取の期日に出頭しな 

い場合は、その限りではない。 

３．審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第  1 回の委員会開催日から  1 

か月以内に不服申し立てに対する答申書をまとめ、理事会に提出する。 

 ４．理事会は不服申し立てに対する審査委員会の裁定をもとに最終処分を決定する。 

 

第１０条（守秘義務違反者に対する措置） 

COI 情報をマネージメントする上で、個人の COI 情報を知り得た本学会事務局職員は本 

学会理事、関係役職者と同様に第 6 条第 2 項に定める守秘義務を負う。正規の手続きを踏 

まず、COI 情報を意図的に部外者に漏洩した関係者や事務局職員に対して、理事会は罰則 

を科すことが出来る。 
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第１１条（指針の変更）  

利益相反指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例によって

一部に変更が必要となることが予想される。理事会は利益相反指針の見直しのための審議

を COI 委員会に諮問し、その答申をもとに変更を決議することができる。 

 

附 則 

第 1 条（施行期日） 

本指針は、平成 30 年 4 月 1 日から半年間を試行期間とし、平成 30 年 10 月 1 日より 

完全実施とする。 

第 2 条（本指針の改正） 本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備なら

びに医療及び臨床研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則として数年ごと

に見直しを行うこと とする。 
第 3 条（第 8 条「違反者への措置ついて」） 

本指針の試行開始後、当分の間、第 8 条「違反者への措置ついて」については、施行 

を見合わせる。この間、理事会は利益相反委員会とともに本指針の趣旨説明に務め、 

COI 報告の完全実施を督励する。 



- 5 - 

 

北海道医療大学歯学会 利益相反委員会取扱い内規 

 
（設 置） 

第１条 北海道医療大学歯学会（以下、本学会）会則第 4 章事業、第 11 条に基づき、 

 利益相反 委員会（以下、本委員会）を置く。 

 

（目 的） 

第２条 本委員会は産学連携活動により生じる利益相反問題に適切に対処することによ 

り、本学会会員（以下、会員）および本学会の名誉および社会的信用を保持する こ

とを目的とする。 

 
（所掌事項） 

第３条 本委員会は、次の事項を所掌する。 

（1）利益相反に関する調査、審議、審査マネジメント、改善措置の提案、勧告 に

関する事項 

（2）その他、利益相反に係る必要事項 

 

（組 織） 

第４条 本委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（1）本学会会長（以下、会長）が指名する会員若干名 

（2）外部有識者 1 名以上 

２ 委員は、会長が理事会にはかって委嘱する。 

３ 委員長は委員の互選により選出する。 

４ 委員の任期は当該審議を終了したときをもって解任されるものとする。ただし 再

任を妨げない。委員に欠員が生じた場合は、これを補充するものとし、その任 期は

前任者の残留期間とする。 

 
（会 議） 

第５条 本委員会は、必要の都度、委員長が招集する。 

2 本委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

３  本委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが       

 できる。 
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（改 廃） 

第６条 この内規の改廃は、本委員会の発議により、理事会の承認を得なければならな い。 

 
附 則 

この内規は、平成 30（2018 年）年４月 1 日から施行する。 
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Self reported 
Potential Conflict of Interest Disclosure Statement 

 
 
 

Name:     

Research Project Title:     
 
 
 
 

Area 
 
 

Yes or No 

 
If Yes, list the name(s) of commercial 

entity(ies), incorporated organization or 
other organization(s), etc. 

1. Employment/Leadership 
position/Advisory role 
1,000,000 yen or more annually from one 
commercial entity 

 
 
 

Yes/No 

 

2. Stock ownership or options 
Profit of 1,000,000 yen or more annually from the 
stock of one company/ownership of 5% or more of 
total shares of one company 

 

Yes/No 

 

3. Patent royalties/licensing fees 
1,000,000 yen or more per one royalty/licensing fee 
annually 

 
Yes/No 

 

4. Honoraria (e.g. lecture fees) 
500,000 yen or more annually from one commercial 
entity 

 
Yes/No 

 

5. Manuscript fees 
500,000 yen or more annually from one commercial 
entity 

 
Yes/No 

 

6. Research funding 
2,000,000 yen or more annual payment to 
departments (department, field, or laboratory) who 
share research expenses from the same commercial 
entity. 

 
 

Yes/No 

 

7. Subsidies or Donations 
2,000,000 yen or more annual payment to 
departments (department, field, or laboratory) who 
share subsidies or donations from the same 
commercial entity. 

 

Yes/No 

 

8. Endowed departments by 
commercial entities 
(If any of the authors belongs to an endowed 
department sponsored by any commercial entity) 

 

Yes/No 

 

9. Travel fees, gifts, and others 
100,000 yen or more annually from one commercial 
entity 

 

Yes/No 

 

 

This statement will be kept for 5 years after the publication of the manuscript. 
Date of Completion YYYY MM DD 
Signature 

Self-reported 2A 
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If Yes, list the name(s) of commercial 
entity(ies), incorporated organization or 

other organization(s), etc. 

1. Employment/Leadership 
position/Advisory role 
1,000,000 yen or more annually from one 
commercial entity 

 
 

 
Yes/No 

 

2. Stock ownership or options 
Profit of 1,000,000 yen or more annually from the 

stock of one company/ownership of 5% or more 

of total shares of one company 

 
 

Yes/No 

 

3. Patent royalties/licensing fees 
1,000,000 yen or more per one royalty/licensing 

fee annually 

 
 

Yes/No 

 

4. Honoraria (e.g. lecture fees) 
500,000   yen   or   more   annually   from   one 
commercial entity 

 

Yes/No 
 

5.Manuscript fees 
500,000   yen   or   more   annually   from   one 
commercial entity 

 
 

Yes/No 

 

6. Research funding
2,000,000 yen or more annual payment to 
departments (department, field, or laboratory) 
who share research expenses from the same 
commercial entity. 

 
 
 

Yes/No 

 

7. Subsidies or Donations 
2,000,000 yen or more annual payment to 
departments (department, field, or laboratory) 
who share subsidies or donations from the same 
commercial entity. 

 
 
 

Yes/No 

 

8. Endowed departments by 
commercial entities 

(If any of the authors belongs to an endowed 

department sponsored by any commercial entity) 

 
 
 

Yes/No 

 

9. Travel fees, gifts, and others 
100,000   yen   or   more   annually   from   one 
commercial entity 

 

Yes/No 

 

 

This statement will be kept for 5 years after the publication of the manuscript. 
 

Date of Completion YYYY MM DD 
 

Signature   

3A 
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北海道医療大学歯学会 ＣＯＩ自己申告書 

 
研究代表者名：   

 
 

研 究 題 名：   
 
 

 
 

 
 

項目 該当の状況 有であれば、企業・団体名などの記載 

①  報酬額 

1 つの企業・団体から年間 100 万円以上 

 
有  ・  無 

 

②  株式の利益 

1 つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当該 

株式の 5％以上保有 

 

 
有  ・  無 

 

③  特許使用料 

1 つにつき年間 100 万円以上 

 
有  ・  無 

 

④  講演料 

1 つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上 

 
有  ・  無 

 

⑤  原稿料 

1 つの企業・団体から年間合計 50 万円以上 

 
有  ・  無 

 

⑥  研究費・助成金などの総額 

1 つの企業・団体からの研究経費を共有する所属 

部局（講座、分野あるいは研究室など）に支払 わ

れた年間総額が 200 万円以上 

 
 

 
有  ・  無 

 

⑦  奨学（奨励）寄付などの総額 

1   つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所 

属部局（講座、分野あるいは研究室など）に支 

払われた年間総額が 200 万円以上 

 
 

 
有  ・  無 

 

⑧   企業などが提供する寄付講座 

（企業などからの寄付講座に所属している場合に記 

載） 

 
 

有  ・  無 

 

⑨  旅費，贈答品などの受領 

1 つの企業・団体から年間 10 万円以上 

 

有  ・  無 

 

 

（申告日） 年 月 日 

（本 COI 自己申告書は受理後 5 年間保管されます） 

（署名）  ㊞ 

様式 2B 
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配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者の申告書 

 

項目 該当の状況 有であれば、企業・団体名などの記載 

⑩  報酬額 

1 つの企業・団体から年間 100 万円以上 

 

有  ・  無 
 

⑪  株式の利益 

1 つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当該株 

式の 5％以上保有 

 
 

有  ・  無 

 

⑫  特許使用料 

1 つにつき年間 100 万円以上 

 

有  ・  無 
 

⑬  講演料 

1 つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上 

 

有  ・  無 
 

⑭  原稿料 

1 つの企業・団体から年間合計 50 万円以上 

 

有  ・  無 
 

⑮  研究費・助成金などの総額 

1 つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部 

局（講座、分野あるいは研究室など）に支払われ た

年間総額が 200 万円以上 

 

 
有  ・  無 

 

⑯  奨学（奨励）寄付などの総額 

1   つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属 

部局（講座、分野あるいは研究室など）に支払わ 

れた年間総額が 200 万円以上 

 

 
有  ・  無 

 

⑰   企業などが提供する寄付講座 

（企業などからの寄付講座に所属している場合に記 

載） 

 
 

有  ・  無 

 

⑱  旅費，贈答品などの受領 

1 つの企業・団体から年間 10 万円以上 

 
有  ・  無 

 

 

（本 COI 自己申告書は受理後 5 年間保管されます） 

 
 

（申告日） 年 月 日 

 
 

（署名）  ㊞ 

様式 3B 
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（参考）  
日本歯科医学会 

ＣＯ Ｉ 開示 
筆頭発表者名 

 
 

   北海道医療大学歯学会ＣＯＩ開示   
 
 
 
 
 

演題発表に関連し, 開示すべき CO I 関係にあ
る 企業などはありません. 

（参  考） 

（参考）  

北海道医療大学歯学会 ＣＯＩ開示 

筆頭発表者名 

演題発表に関連し、開示すべきＣＯＩ関係にある企業などとして、

顧問：***会社 

株保有：***会社 

特許使用料：＊＊＊会社 

講演料：＊＊＊会社 

受託研究・共同研究費：＊＊＊会社 

奨学寄付金：＊＊＊会社 

寄付講座所属：＊＊＊会社 

贈答品などの報酬：＊＊＊会社 

「有り」に該当する項目

を記載すること。金額は

不要。 

筆頭発表者名 
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Japanese Association for Dental Science 
COI Disclosure 

Name of First Author 

 
 
 
  

 
 
 
 

The author have no financial conflicts of interest 
to disclose concerning the presentation. 

(Sample) 

 Dental Society of Health Sciences University 

Dental Society of Health Sciences University Japanese Association for Dental Science 
COI Disclosure 
Name of First Author 

(Sample) 

Advisory role 

Stock ownership/profit 

Patent royalties/licensing fees 

Lecture fees 

Manuscript fees 

Trust research/joint research funds 

Scholarship fund 

Affiliation with Endowed Department

Other remuneration such as gifts

All conflicts of interest must be 
disclosed 
(Not necessary to describe items with 
“Nil”)

・Not necessary to write the amount of 
funding associated with a conflict of 
interest
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